
経済団体、労働団体、行政機関の１１機関が連名で共同宣言を発出しました。

適切な価格転嫁の気運を醸成し、適正な取引を促進するとともに、サプライチェーン構成企

業各社の共存共栄、相互成長、賃上げにつなげるため、経済団体、労働団体及び行政機関

が一体となり、パートナーシップ構築宣言の更なる推進と、価格転嫁のスムーズな展開を図り、

地域経済の活性化に寄与するべく、共同宣言を行いました。

1 日 時 令和 5年 8 月 4日（金曜日）午前１０時～１０時３０分

2 場 所 県庁３２階 官民共創スペース「NETSUGEN」

3 宣言者

群馬県経営者協会 会長 天野 洋一

群馬県商工会議所連合会 会長 金子 昌彦

群馬県商工会連合会 会長 石川 修司

群馬県中小企業団体中央会 会長 吉田 勝彦

群馬経済同友会 代表幹事 坂本 正堂

群馬経済同友会 代表幹事 深井 彰彦

群馬中小企業家同友会 代表理事 田村 徳良

代表理事 町田 英之

日本労働組合総連合会群馬県連合会 会長 佐藤 英夫

群馬県産業支援機構 理事長 大久保 聡

経済産業省 関東経済産業局 局長 太田 雄彦

厚生労働省 群馬労働局 局長 加藤 博人

群馬県知事 山本一太

「パートナーシップ構築宣言の推進と価格転嫁を

促す群馬共同宣言」宣言式が開催されました。



4 共同宣言文

共同宣言文 （PDF：96KB）

宣言式集合写真（労働局長：後列左から二番目）

宣言式（労働局長：一番左） 署名（労働局長署名）

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/content/contents/001534877.pdf


5 厚生労働省（群馬労働局）における賃支援施策

「パートナーシップ構築宣言」の推進により、賃上げに向けた環境整備を進めるとともに、

厚生労働省（群馬労働局）では、特に中小企業・小規模事業者に対する以下の支援を行って

います。

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/banner/281005.html

労働時間管理のノウハウや賃金制度等の見直しなど、労務管理に関する課題について、

社会保険労務士等の専門家が相談に応じます。

https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/gunma/

https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/

＜参考＞

群馬県ホームページ

https://www.pref.gunma.jp/page/211520.html

群馬労働局「群馬の働き方改革」

群馬働き方改革推進支援センター

働き方改革特設サイト（厚生労働省）


